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伊佐市農業委員会第１０回総会議事録 

 

１．開催日時  平成２６年１月２０日（月）午前８時５８分から１１時４５分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階中会議室 

３．出席委員  （２０人） 

     会  長       ２１番委員  

    会長職務代理者     ２０番委員 

    委  員    １番委員    ２番委員   ３番委員   ４番委員 

           ５番委員     ６番委員   ８番委員   ９番委員 

１０番委員   １１番委員  １２番委員  １３番委員   

１４番委員   １５番委員  １６番委員  １７番委員 

１８番委員   １９番委員 

    

４．欠席委員  （１人） 

    欠席者      ７番委員 

 

５．議事日程 

 

  第１ 議事録署名委員の指名  （１５番委員）（１６番委員） 

 

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

     議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定について 

     議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編

入）申出」の意見決定について 

     議案第４号「農地転用事業計画変更申請」に係る決定について 

議案第５号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見決定並びに

許可及び諮問決定について 

議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見決定並びに

許可及び諮問決定について 

議案第７号「非農地証明願」について 

議案第８号 農業委員会委員選挙人名簿登載申請書に対する意見決定につ

いて 

 

６．農業委員会事務局職員 

         事務局長   農地振興係長   農地振興係書記 
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開始時間  午前８時 ５８分 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おはようございます。只今より、平成２５年度第１０回農業委員会総

会を開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

皆さんおはようございます。 

本日は、７番委員から病気入院の為欠席届が出されております。 

本日の出席人員は２０人で、規定に達しておりますので、総会は成立

いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

１５番委員と１６番委員に、お願いをいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告１号農地法第１８条第６項の

規定よる通知と報告２号農業用生産施設届出につきまして報告をお願

いします。 

 

 報告１号 「農地法第１８条第６項の規定による通知」につきまして

ご報告いたします。資料の１～１５ページになります。 

農業経営基盤強化促進法による利用権の合意解約が４１件、農地法第

３条の解約が１件ありましたのでご報告いたします。 

報告第２号 農業用生産施設届けについて事務局で今月９日に現地

調査を行いましたのでご報告いたします。 

申請者は伊佐市菱刈前目、自治会山田に居住されておりますＮＮさん

５４歳であります。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字池田の田で、地積は６９３㎡のうち６１．

７５㎡であり、農地法施行規則第３２条第１号（農地の転用の制限の例

外）に基づく農業用生産施設届出であります。 

ＮＮさんは、水田１５，０７２㎡、畑１，５６１㎡、計１６，６３３

㎡を耕作及び養鶏を営んでおります。 

農機具の増台に伴い近隣の実家に隣接する農地に新たに農業用倉庫

を建築したいとの事であります。 

尚、今回申請は面積が２００㎡以下ですが、もし今後増築をする場合

に２００㎡超える場合は転用許可申請するように指導及び本人確認は

してあります。 

以上のような理由により、本届出は適切であると思われますことを報
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告いたします。 

 

報告が終りました。 

委員の皆さん質問はありませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、ただいまから議案の審議にはいります。 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

議案第1号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る意見決定

について議題といたします。 

事務局の報告を求めます。 

 

 議案第１号、「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見

決定のうち所有権移転分について説明いたします。 

１６ページをお開きください。 

整理番号１・２につきましては、あっせんによる所有権移転となりま

す。 

整理番号１について説明いたします。 

譲渡人は伊佐市大口山野にお住まいのＯＫさんです。 

譲受け人は、伊佐市大口山野にお住まいのＭＮ氏７７歳、自治会は石

井で、経営面積は、８,８４９㎡です。 

土地の所在地は、大口山野字川平で、地目は田、面積は９０６㎡です。 

あっせん委員としまして６番委員、９番委員にお願いいたしました。 

 続きまして整理番号２につきまして説明いたします。 

譲渡人は福岡県筑紫野市杉塚一丁目にお住まいのＫＫさんです。 

譲受け人は、伊佐市菱刈市山にお住まいのＷＨ氏３１歳、自治会は重

留東で、経営面積は、２０,９０４㎡です。 

土地の所在地は、菱刈重留字井之上ほか１筆で、地目は田、面積の合

計は５,３７５㎡です。 

あっせん委員としまして１０番委員、１７番委員にお願いいたしまし

た。 

続きまして利用権設定につきまして説明いたします。 

５３－１ページの総括表をお開きください。 

期間は３年３ヶ月から１０年３ヶ月で、面積の合計は、田４３９,８７

８．４㎡、畑９２，５６１㎡の計５３２，４３９．４㎡です。 

利用権の設定をする者の数７２人、設定を受ける者の数２７人です。 
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議 長 

 

 

１６番委員 

 

議 長 

 

１６番委員 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 土地の明細につきましては、１７ページから５３ページの整理番号１

番から１１４番のとおりです。 

 皆様のご審議方よろしくお願いいたします。 

 

只今事務局の報告が終わりました。 

委員の皆さんご意見、質疑はございませんか。 

 

はい。 

 

１６番委員。 

 

貸人、公益社団法人伊佐農業公社、借人の株式会社ＹＳとなって権利

区分使用賃借権と書いてございますが、これは人・農地プランと関係あ

るのですか。 

 

 事務局。 

 

これは、国の経営所得安定対策事業で、農政課が担当しております規

模拡大交付金で、経営所得安定対策加入者が、農地保有合理化法人（伊

佐市は、公益社団法人伊佐農業公社であります。）を通じて、面的集積

するために利用権を取得した農地の面積応じて、１０ａ当たり２万円が

交付される事業であるます。 

６年以上の利用権の設定で、２月末まで公告が行われたものが対象で

す。 

 

他に質問はないですか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、お諮りいたします。 

議案第1号の事務局の報告のとおり決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る

意見については、決定いたしました。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

１７番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定につい

て提案します。 

 

整理番号１番・２番については、譲受人が同一人ですので一括して報

告をお願いします。担当委員の調査報告を求めます。 

１７番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号１番・２番は譲受人が同一人ですので一括して報告いたしま

す。 

現地調査を１５日に行いました。 

整理番号１番の譲渡人のＫＴさんは、伊佐市菱刈重留に居住され、自

治会は重留西、年齢は８３歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈田中字宮之前外２筆で、地目は田、地籍は合計

４，２５５㎡であります。 

譲受人のＫＫさんは、年齢は６０歳、親子関係で贈与であります。 

整理番号２番の譲渡人のＢＨさんは、伊佐市菱刈重留に居住され、自

治会は重留南で、年齢は９２歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈田中字井之上で、地目は田、地籍は９０７㎡で、

所有権売買であります。 

譲受人のＫＫさんは、伊佐市菱刈重留に居住され自治会は重留西で、

年齢は６０歳です。 

受け人の経営面積は、５，１８１㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は自宅より約１キロ以内にあり、現況

は良く管理された農地で、経営意欲はあり、農機具等は完備されており

ます。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

以上で報告を終りますが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

ます。 

 

１７番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

４ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１番、２番について、１７番委員の調査報告のとおり、許可

することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番、２番は、許可が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当委員の調査報告を求めます。 

４番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号３番について、去る１月１９日に、現地調査いたしましたので

４番が報告いたします。 

申請人、ＯＫさんは、伊佐市大口曽木に居住され、自治会は荻原で、

年齢は７９歳です。 

渡人、ＨＨさんは、伊佐市大口曽木に居住され、自治会は門前で、年

齢は８４歳です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字荻原、地目は畑、地籍は１，１２６㎡で、

売買であります。 

受人の経営面積は、１１，９６８㎡で、取得可能面積であり、農業従

事者は２名で、通作距離は自宅よりは３００ｍ位の所にあり、現況は良

く管理された畑で、経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

４番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号３番について、４番委員の調査報告のとおり、許可すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

１９番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、許可が決定しました。 

 

整理番号４番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１９番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号４番について、去る１月１５日 現地調査を行いましたので、

１９番が報告いたします。 

申請人、ＫＹさんは、伊佐市大口針持に居住され、自治会は田原で、

年齢は７１歳であります。 

渡人ＴＫさんは、伊佐市大口木ノ氏に居住され、自治会は木ノ氏で、

年齢は７６歳であります。 

申請地は、伊佐市大口針持字柳ヶ丸で、地目は田、地籍は１，７３４

㎡で、売買であります。 

受人の経営面積は同居の姉より水田５、５００㎡を使用権貸借で借用

され、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は、自宅より５００ｍ位で、現況は良

く管理された水田で、経営意欲もあり、農機具等も完備されておりまし

た。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

１９番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号４番について、１９番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、許可が決定しました。 
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議 長 

 

 

１１番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

整理番号５番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１１番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号５番について、去る１月１３日に、ＫＯさん立会のもと現地調

査いたしましたので１１番が報告いたします。 

申請人で譲受人ＫＯさんは、伊佐市大口曽木に居住され、自治会は諏

訪で、年齢は６４歳です。 

渡人、ＵＳさんは、伊佐市大口曽木に居住され、年齢は６１歳で、自

治会は後村です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字富塚、地目は畑、地籍は８９１㎡と、富

塚、地籍は７８２㎡の２筆合計１，６７３㎡であります。 

Ｋさんは、所有権移転売買により経営規模の拡大です。 

受人の経営面積は、７１２㎡ですが、経営基盤強化促進農用地利用集

積で５，９９１㎡となり、取得可能面積であり、農業従事者は２名で、

通作距離は自宅よりは６００ｍ位の所にあり、現況は良く管理された畑

で、経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

１１番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号５番について、１１番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、許可が決定しました。 

 

整理番号６番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１４番委員。 
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１４番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号６番について、去る１月１５日 申請人ＷＨ氏立ち会いのもと

現地調査を行ないましたので１４番が報告をいたします。 

申請人で譲渡人、ＫＫ氏は、伊佐市菱刈徳辺に居住され、自治会は小

路で、年齢は７９歳です。 

譲受人は、伊佐市菱刈市山に居住のＷＨさん、自治会は重留東で、年

齢は３１歳です。 

経営面積は１２０，９０４㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名です。 

今回は、売買による所有権移転の申請です。 

申請地は、菱刈重留字井之上、地目は田、面積は１，００３㎡で、自

宅より５分ぐらいの所に位置しています。 

所在地は、ＪＡ北さつま菱刈給油所より東北に５００ｍ位の所に位

置しております。 

申請地の周囲の状況は、東側は農道、南・西・北側は田で、日照条件

も良く、良く管理されていました。 

ＷＨさんは、耕作意欲もあり規模拡大で、夫婦で農業に従事されてい

ました。 

農機具等は全て完備されておりました。 

添付書類として全部事項証明書・字図等全て揃っております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条２項の各号に該当

しないと思われますので、許可相当と思われます。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、報告を終

わります。  

 

１４番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号６番について、１４番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、許可が決定しました。 

 

整理番号７番について、担当委員の調査報告を求めます。 
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２０番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

２０番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号７番について、去る１３日に現地調査を行いましたので、２０

番が報告いたします。 

申請人ＴＨさんは、伊佐市大口大田に居住され、自治会は木崎で、年

齢は５０歳であります。 

渡人はＫＫさん、伊佐市大口大田に居住され、自治会は里町で、年齢

は８６歳であります。 

申請地は、伊佐市大口大田字稲荷ノ下で、地目は田で、面積は４４３

㎡他２筆で、合計面積が２，０２６㎡を売買で取得するものであります。 

受人の経営面積は８２，６６９㎡で、取得可能面積であります。 

専業農家で農業従事者は３名であります。 

通作距離も自宅より南へ１キロ位の所で、現況は良く管理された水田

であります。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

以上で報告を終りますが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

ます。 

 

２０番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

２０番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を

求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、許可が決定しました。 

 

整理番号８番は取下げ申請が出されました。 

 

整理番号９番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１１番委員。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

１１番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

この議案は１６番委員が譲受人となっていますので、農業委員会法第

２４条の規定に基づき議事に参与できませんので、審議開始から終了ま

で退席をお願いします。 

関係議案終了後に入室、着席していただきます。  

それでは、１６番委員の退席をお願いします。  

（１６番委員退席） 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号９番について、去る１月１３日に、渡人ＵＭさん、譲受人ＭＲ

さん立会のもと、現地調査いたしましたので１１番が報告いたします。 

申請人で譲受人ＭＲさんは、伊佐市大口下殿に居住され、自治会は下

殿で、年齢は６６歳です。 

渡人、ＵＭさんは、伊佐市大口下殿に居住され、自治会は下殿で、年

齢は７１歳です。 

申請地は、伊佐市大口下殿字権現原、地目は畑、地籍は６０４㎡で、

Ｍさんは、所有権移転売買により経営規模の拡大です。 

受人の経営面積は、１０，８０８㎡で、取得可能面積であります。農

業従事者は２名で、通作距離は自宅から約２００ｍ位の所にあり、現況

は良く管理された畑で、経営意欲はあり、農機具等は完備されておりま

す。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

１１番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号５番について、１１番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号９番は、許可が決定しました。 

ここで、１６番委員の入室をお願いします。 
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議 長 

 

 

３ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

（１６番委員着席） 

 

整理番号１０番について、担当委員の調査報告を求めます。 

３番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号１０番について、去る１月１１日に申請人の代理人Ｏ司法書士

立会のもと、現地調査を行いましたので３番が報告いたします。 

申請人ＴＴさんは、伊佐市大口里に居住され、自治会は戸切で、年齢

は６３歳であります。 

譲渡人の、ＴＳさんは、伊佐市大口里に居住され、年齢は７９歳であ

ります。 

申請地は、伊佐市大口里字耳田原、地目は田で、面積は１，２７４㎡

であります、 

徳永さんは、所有権移転売買により経営規模の拡大です。 

所在地は国道２６８号線の林建設の事務所から小水流方面へ約５０

０ｍ位の所で、北側市道を挟み田、西側畑、北側田、南側市道でありま

す。 

現況は良く管理された水田であります。 

受け人の経営面積は、７２，２９２㎡で取得可能面積であります。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、委任状、字図等が添付されており

ます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

３番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１０番について、３番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１０番は、許可が決定しました。 
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議 長 

 

 

１ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

整理番号１１番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号１１番について、去る１月１５日に、ＯＳさん立会のもと現地

調査いたしましたので１番が報告いたします。 

申請人で受人、ＯＳさんは、伊佐市菱刈田中、自治会は田中上で、年

齢５０歳、職業農業です。 

渡人住所、大阪府四条畷市清滝新町にお住まいのＯＴさんです。 

申請地は、菱刈田中字宮牧、地目は畑で、面積は１，０６３㎡です。 

受人の経営面積は１８４，３１６㎡で、取得可能面積であり、農業従

事者は４名です。 

法律関係は義理の伯母さんからの贈与で、今までもこの畑はＯさんが

管理されていました。 

申請地の位置は、伊佐錦の工場から東に約１キロ位の所です、良く

管理された畑で、東・西は民家、南・北は道路です。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条２項の各号に該当

しないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書・字図、その他必要書類は全て揃っ

ております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告

を終わります。  

 

１番委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を

求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１１番は、許可が決定しました。 

 

整理番号１２番について、担当委員の報告を求めます。 
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１６番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

１０番委員 

１６番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請係る決定のうち整

理番号１２番について、去る１月１３日に、受人ＩＨさん立会のもと現

地調査を行いましたので１６番が報告いたします。 

申請人ＩＨさんは、伊佐市大口堂崎に居住され、自治会は金波田下で、

年齢は５３歳であります。 

渡人、ＭＴさんは、伊佐市大口金波田に居住され、自治会は金波田下

で、年齢は８１歳であります。 

申請地は、伊佐市大口金波田字中牟田で、地目は田、地積は２，４１

０㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は１８，０９１㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は自宅より７００ｍ位の所で、現況は

良く管理された水田であります。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告

を終わります。  

 

１６番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１６番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を

求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１２番は、許可が決定しました。 

 

整理番号１３番、１４番、１５番については、譲受人が同一人ですの

で一括して報告をお願いします。担当委員の調査報告を求めます。 

１０番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち
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１０番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

整理番号１３番、１４番、１５番については、譲受人が同一人のため一

括して報告いたします。 

去る１月１５日 受人の立会のもと現地調査を行いました。 

受人ＮＹさんは、伊佐市菱刈田中に居住され、自治会は田中中で、年

齢は６６歳であります。 

整理番号１３番の渡人は、ＫＮさん、伊佐市菱刈市山に居住され、自

治会は薬師で、年齢は６６歳であります。 

この申請地は１枚の畑でありまして、１枚が３筆で３名の持ち主であ

ります。 

申請地は、伊佐市菱刈田中字野中、地目は畑、地籍は９７３㎡であり

ます。 

整理番号１４番の渡人は、ＳＴさん、伊佐市菱刈田中に居住され、自

治会は田中中で、年齢は７１歳であります。 

申請地は、伊佐市菱刈田中字野中地、地目は畑、地籍は６２５㎡であ

ります。 

整理番号１５番の渡人は、ＡＹさん、伊佐市菱刈田中５に居住され、

自治会は田中中で、年齢は５９歳であります。 

申請地は、伊佐市菱刈田中字野中、地目は畑、地籍は８３０㎡であり

ます。 

通作距離は自宅より２００ｍ位の所に位置しています。 

受人ＮＹさんの経営面積は３１，７３１㎡で、取得可能面積で、 

農業従事者は４名で、所有権移転売買であります。 

所在地は、田中上公民館から東に約５００ｍ位の位置している所で、

現況は良く管理された畑で、経営意欲もあり、農機具等は全て完備され

ております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

１０番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１３番、１４番、１５番について、１０番委員の調査報告の

とおり、許可することに賛成の委員の挙手を求めます。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

１２番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１３番、１４番、１５番は、許可が決定しました。 

 

整理番号１６番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１２番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号１６番について、去る１月１５日に現地調査を行いましたので

１２番が報告いたします。 

申請人、ＫＺさんは、伊佐市菱刈重留に居住され、自治会は重留西で、

年齢は５４歳です。 

渡人、ＭＲさんは、伊佐市菱刈重留に居住され、自治会田中下で、年

齢は９１歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈市山字サイノ神で、地目は畑、地籍は１，３７

６㎡で、売買であります。 

申請地の位置は、田中小学校より北西へ１５０ｍ位の所に北部簡易水

道があり、そこより北に５０ｍの所であります。 

受人の経営面積は、５，６７７㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は自宅より約１キロで、現況は良く管

理された茶畑で、経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

以上で報告を終りますが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして私の報告を終ります。 

 

１２番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１６番について、１２番委員の調査報告のとおり、許可する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 
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議 長 

 

 

 

２０番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

よって整理番号１６番は、許可が決定しました。 

 

整理番号１７番、２０番については、譲受人が同一人ですので一括し

て報告をお願いします。担当委員の調査報告を求めます。 

２０番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号１７番、２０番については、譲受人が同一人のため一括して報

告いたします。 

去る１０日に受人ＨＦさん立会のもと、現地調査を行いましたので２

０番が報告いたします。 

受人ＨＦさんは、伊佐市大口牛尾に居住され、自治会は鉱業所で、年

齢は７５歳であります。 

整理番号１７番の渡人は、ＭＹさん、大口小木原に居住され、自治会

は小木原中で、年齢は７７歳であります。 

申請地は、大口小木原字永山で、地目は田で、面積は７２０㎡他５筆

で、合計面積が７，３５５㎡を売買で取得するもので有ります。 

整理番号２０番の渡人は、ＩＴさん、大口牛尾に居住され、自治会は

奈良野で、年齢は７４歳であります。 

申請地は、大口牛尾字諏訪脇で、地目は田で、面積は４７２㎡を、売

買で取得するもので有ります。 

受け人の経営面積は、２０５，７７９㎡で、取得可能面積であります。 

専業農家で農業従事者は２名であります。 

通作距離も自宅より西へ１キロ位の所で、現況は良く管理された水田

であります。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いします。 

以上で報告を終ります。 

 

２０番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

２０番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

２ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１７番、２０番は、許可が決定しました。 

 

整理番号１８番、１９番については、譲受人が同一人ですので一括し

て報告をお願いします。担当委員の調査報告を求めます。 

２番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号１８番、１９番については、譲受人が同一人のため一括して報

告いたします。 

去る１月１６日、現地調査を行いましたので２番が報告いたします。 

申請人ＭＹさんは、伊佐市大口渕辺に居住され、自治会は渕辺で、年

齢は６７歳であります。 

整理番号１８番の渡人ＮＨさんは、伊佐市大口篠原に居住され、自治

会は戸切で、年齢は５８歳であり、申請人とは親戚関係にあります。 

申請地は、伊佐市大口渕辺字前田の２筆で、地目は田、地籍は合計１，

５００㎡で、所有権移転贈与であります。 

整理番号１９番の渡人ＮＨさんは、伊佐市大口渕辺に居住され、自治

会は渕辺で、年齢は８１歳であり、ＮＨさんの母親であります。 

申請地は、伊佐市大口渕辺字前田の２筆で、地目は田、地籍は合計２，

１０８㎡で、所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は５５，１２４㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は３名で、通作距離は、自宅より南東５００ｍ位で、現況

は良く管理された水田で、経営意欲もあり、農機具等は全て完備されて

おります。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

２番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

２ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１８番、１９番について、２番委員の調査報告のとおり、許

可することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１８番、１９番は、許可が決定しました。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定につい

て、申請件数２０件について、１件の取り下げ、１９件の許可が決定し

ました。 

ここで、しばらく休憩します。なお、休憩時間は５分程度といたしま

す。 

● 休 憩  １０時１０分 

● 再 開  １０時１５分 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

休憩前に引き続き会議を開催いたします。 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・用途区分変更・除

外・編入申出の意見決定について、整理番号１番について、担当委員

の報告を求めます。 

２番委員。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・用途区分変更・除

外・編入申出の意見決定について、整理番号１番について、２番委員

が調査の結果を報告いたします。 

去る１月１５日、６番委員・９番委員と私２番委員で共同調査いたし

ました。 

申請人ＳＴさんは、伊佐市大口里に居住され、年齢は８２歳でありま

す。 

除外目的は高齢により耕作出来ず畑の維持が困難なため山林に転用

し土地の維持管理を行うのであります。 

申請地は、伊佐市大口平出水字小原野他２筆で、地目は畑、地籍は合

計８，９０５㎡で現況は畑であります。 

申請地の位置は、簗瀬牧場から西に１キロ位に位置しており東西南北

全て山林になっております。 

除外することで農用地の集団化、農作業の効率化への影響、担い手の
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１４番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用集積に支障を及ばす恐れ、農用地等保全施設の機能に影響を及ぼす

恐れ等は有りません。 

以上のような状況を３名で協議しましたが、除外はやむをえない妥当

と判断いたしました。 

添付書類として、全部事項証明書、その他必要書類が添付されていま

す。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

２番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

２番委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の挙

手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号２番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１４番委員。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・用途区分変更・除

外・編入申出の意見決定について、整理番号２番について、去る１月

１５日に申請人ＵＴさん立会のもと、１番委員・１５番委員と私１４番

委員の３人で共同調査いたしましたので、私１４番委員が報告いたしま

す。 

申請人ＵＴさんは、伊佐市菱刈田中に居住され、年齢は６２歳で、自

治会は新拓であります。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字弓掛他２筆で、地目は畑、地籍は合計３，

５６６㎡であります。 

除外目的は、山林に転用予定で、高齢により耕作出来なため申請であ

ります。 

除外することで農用地の集団化、農作業の効率化への影響、担い手の

利用集積に支障を及ばす恐れ、農用地等保全施設の機能に影響を及ぼす

恐れ等は有りません。 

申請地の位置は、楠本川渓流公園から南に約６００ｍ位に位置してお
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

８ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り南側は山林、東側は畑、北側は道路、西側は山林であります。 

添付書類として、全部事項証明書、その他必要書類等が添付されてい

ます。 

調査の結果、３名の調査委員の意見において、除外はやむをえない妥

当と判断いたしました。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

１４番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１４番委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当委員の調査報告を求めます。 

８番委員。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・用途区分変更・除

外・編入申出の意見決定について、整理番号３番について、行政書士

ＴＲさん立会のもと、去る１月１５日に、私８番委員と１８番委員で調

査いたしましたので報告いたします。 

申請人はＨＴさんで、年齢は８３歳、伊佐市大口里に居住されておら

れます。 

申請地は、伊佐市大口字羽祢田島、地目は田、地籍は３７７㎡であり

ます。 

申請地は、大口高校の北約３００ｍに位置し、東側は宅地、南側は 4

階建ての警察の官舎、西側は市道、北側は田であります。 

地目は田ですが現況は畑で、利用目的変更がすでに出されているとの

ことです 

除外目的は、社会福祉法人で運営されている保育園の駐車場として利

用したいため、社会福祉法人の理事長の奥さんである地権者のＨＴさん

が、除外申請をされるものであります。 

面積も妥当であり、農用地区域外代替地の検討結果も検討されました
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８ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

６ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が当申請地は妥当と思われます。 

除外することで農用地の集団化、農作業の効率化への影響、担い手の

利用集積に支障を及ばす恐れ、農用地等保全施設の機能に影響を及ぼす

恐れ等は有りません。 

添付書類として、全部事項証明書、その他必要書類が添付されていま

す。 

調査の結果、調査委員の意見において、除外はやむをえない妥当と判

断いたしました。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

８番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

８番委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の挙

手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号４番について、担当委員の調査報告を求めます。 

６番委員。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・用途区分変更・除

外・編入申出の意見決定について、整理番号４番について、去る１月１

５日、申請人のＹＭさん立会のもと、２番委員・９番委員と私６番委員

で調査いたしましたので６番が報告いたします。 

申請人ＹＭさんは、伊佐市大口平出水にお住まいの、自治会は日東で、

年齢は５９歳あります。 

現在肉用牛１，０００頭を飼育されている専業農家であります。 

申請地は、伊佐市大口平出水字小野原で、地目は畑、面積は４，５９

９㎡であります。 

除外目的は将来太陽光発電施設の建設であります。 

申請地は左右山林に囲まれ、平出水より出水市に抜ける日東の市道の

左に位置しています。 

除外することで農用地の集団化、農作業の効率化への影響、担い手の
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６ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

６ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用集積に支障を及ばす恐れ、農用地等保全施設の機能に影響を及ぼす

恐れ等は有りません。 

以上のような状況を３名で協議しましたが、除外はやむをえない妥当

と判断いたしました。 

添付書類として、全部事項証明書、事業計画書、変更申請書、その他

必要書類が添付されています。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

６番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

６番委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の挙

手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号５番について、担当委員の調査報告を求めます。 

６番委員。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・用途区分変更・除

外・編入申出の意見決定について、整理番号５番について、去る１月１

５日、申請人のＹＭさん立会のもと、２番委員・９番委員と私６番委員

で調査いたしましたので６番が報告いたします。 

申請人ＹＭさんは、伊佐市大口平出水にお住まいの自治会は日東で、

年齢は５９歳あります。 

現在肉用牛１，０００頭を飼育されている専業農家であります。 

申請によりますと電気代が年間６００万円以上掛かるという事で、今

回の除外目的は太陽光発電施設し経費が少しでも軽減されたらと申請

されました。 

申請地は、伊佐市大口平出水字小野原、地目は畑、合計面積は６，３

９０㎡であります。 

除外目的は将来太陽光発電施設の建設であります。 

申請地は、平出水より出水市に抜ける日東の市道の右に位置し自宅の

隣であります。 
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６ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１１番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除外することで農用地の集団化、農作業の効率化への影響、担い手の

利用集積に支障を及ばす恐れ、農用地等保全施設の機能に影響を及ぼす

恐れ等は有りません。 

以上のような状況を３名で協議しましたが、除外はやむをえない妥当

と判断いたしました。 

添付書類として、全部事項証明書、事業計画書、変更申請書、その他

必要書類が添付されています。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

６番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

６番委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の挙

手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号６番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１１番委員。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・用途区分変更・除

外・編入申出の意見決定について、整理番号６番について、去る１５

日、申請人のＤＴさん、鹿児島よりＴ行政書士立会のもと、５番委員・

１９番委員と私１１番委員で、共同調査いたしましたので１１番が報告

いたします。 

申請人は、伊佐市大口牛尾にお住まいのＤＴさん、年齢は８０歳であ

ります。 

申請地は、伊佐市大口小木原字日勝山、地目は畑、面積１３，７３２

㎡他４筆で、合計面積２２，６５６㎡であります。 

申請地の位置は、牛尾より十曽に向かう道路の中間点牛尾側に近い

位置で道路沿いであります。 

現況は畑で、昨年までＫさんが利用権設定でサツマ芋を作付されてお

り良く管理された畑でした。 

その中に、地目で山林、原野等が含み除外後合計１１筆の４０，７４
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１１番委員 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

１１番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

０㎡に太陽光発電施設の設置をされています。 

周囲の状況は、北側申請人の住宅、南、西は山、東は道路を挟んで整

理番号７番の申請地です。 

当申請は具体的な転用計画があり、農用地の外周部とも接続もありま

せん。 

除外することで農用地の集団化、農作業の効率化への影響、担い手の

利用集積に支障を及ばす恐れ、農用地等保全施設の機能に影響を及ぼす

恐れ等は有りません。 

以上のような状況を３名で協議しましたが、除外はやむをえない妥当

と判断いたしました。 

添付書類として、全部事項証明書、事業計画書、変更申請書、その他

必要書類が添付されています。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

１１番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１１番委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号７番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１１番委員。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・用途区分変更・除

外・編入申出の意見決定について、整理番号７番について、去る１５

日、申請人のＤＴさん、鹿児島よりＴ行政書士立会のもと、５番委員・

１９番委員と私１１番委員で共同調査いたしましたので１１番が報告

いたします。 

申請人は、伊佐市大口牛尾にお住まいのＤＴさん、年齢は８０歳あり

ます。 

申請地は、伊佐市大口牛尾字日上野原、地目は畑、面積４７１㎡他１

５筆で合計面積１３，０４１㎡であります。 
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１１番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

４ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

申請地の位置は、牛尾より十曽に向かう道路の中間点牛尾側に近い

位置で道路沿いであり、先程の整理番号６番の隣で道路を挟んで牛尾字

と小木原字に分かれているそうです。 

周囲の状況は、北側は畑、南、東は山、西は道路を挟んで整理番号６

番の申請地です。 

当申請は具体的な転用計画があり、農用地の外周部とも接続もありま

せん。 

除外することで農用地の集団化、農作業の効率化への影響、担い手の

利用集積に支障を及ばす恐れ、農用地等保全施設の機能に影響を及ぼす

恐れ等は有りません。 

以上のような状況を３名で協議しましたが、除外はやむをえない妥当

と判断いたしました。 

添付書類として、全部事項証明書、事業計画書、変更申請書、その他

必要書類が添付されています。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

１１番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１１番委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号８番について、担当委員の調査報告を求めます。 

４番委員。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・用途区分変更・除

外・編入申出の意見決定について、整理番号８番について、去る１月１

５日、申請人のＭＭさん、行政書士のＭさん立会のもと、１１番委員・

１９番委員と私４番委員の３人で共同調査いたしましたので私４番が

報告いたします。 

申請人は、伊佐市大口大田にお住まいのＭＭさん、年齢は５３歳あり

ます。 



 27 

３ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

３ 番 委 員 

 

 

 

申請地は、伊佐市大口小川内字上場、地目は畑、地籍は１，４３８㎡

他４筆で合計面積１８，１６２㎡であります。 

除外目的は将来太陽光発電施設の建設であります。 

申請地の位置は、山野西小学校跡地の西側に位置し、南側は山林、東

側は学校跡地、北側は山林、西側は原野で周囲に与える影響は無いと思

います。 

以上のような状況を３名で協議しましたが、除外はやむをえない妥当

と判断いたしました。 

添付書類として、全部事項証明書、事業計画書、その他必要書類が添

付されています。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告を終ります。 

 

４番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

４番委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の挙

手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号８番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・用途区分変更・除

外・編入申出の意見決定について、申請件数８件について、意見の決

定８件が決定しました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号 農地転用事業計画変更申請に係る決定について、整理

番号１番について、担当委員の報告を求めます。 

３番委員。 

 

議案第４号 農地転用事業計画変更申請に係る決定のうち、整理番

号１番について、去る１５日、６番委員、２０番委員、３番委員３名で

現地調査をいたしましたので報告をいたします。 

申請人ＴＨさんは、伊佐市菱刈重留に居住され、年齢６６歳、自治会
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３ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

は重留西であります。 

申請地は、菱刈前目字屋敷前、畑、面積３３７㎡で、農地区分は、第

２種農地でその他農地となっております。 

この土地については、以前駐車場で申請され使用しておられました

が、１２月太陽光施設の工事をされるのが分かり指導に事務局より行か

れ、本人もびっくりし、農地法を熟知していなくてすごく反省され、ま

た今回事業変更と言う理由により、始末書を付けて申請されたものであ

ります。 

申請地は、菱刈まごし温泉センターから西側に５００ｍ位に位置し、

県道出水菱刈線の道路の南側１０ｍ位に位置しでおります。 

東側水路、西、南側畑、北側宅地であり周囲に与える影響は無いと思

われます。 

変更目的は、太陽光発電施設で、パネル設置枚数は１２０枚、パネル

設置総面積は３３７㎡であります。 

添付書類として、事業計画変更申請、始末書、字図、残高証明書等が

添付されております。 

以上のようなことから、３名で協議しました結果事業計画の変更はや

むおえないものと判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろし

くお願いしまして私の報告を終ります。 

 

３番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

３番委員の調査報告のとおり、決定に賛成の委員の挙手を求めま

す。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、報告の通り決定しました。 

 

議案第４号 農地転用事業計画変更申請に係る決定について、申請

件数１件については、１件が決定しました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並
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３ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

びに許可及び諮問決定について、整理番号１番について、担当委員の

報告を求めます。 

３番委員。 

 

議案第５号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号１番ついて、去る１月１５日

に、申請人ＫＡさん立会のもと、１３番委員と２０番、私３番委員、の

３名で現地調査を行いましたので３番が調査報告いたします。 

申請人ＫＡさんは、伊佐市大口里に居住され、自治会は下元町、年齢

は６７歳であります。 

申請地の所在地は、伊佐市大口里字丸尾山番地外３筆で、地目は畑、

地籍は４筆合計１，３３２㎡であります。 

太陽光発電施設を建設したいとの事であります。 

農地区分は、第２種農地でその他農地となっております。 

申請地の所在地は、忠元公園の西側で、Ｈ建設のＯ電子寮の東側の道

を挟んで隣で、東側忠元公園、南側は畑、西側Ｈ建設の施設、北側宅地

であります。 

周囲に与える影響は無いと思われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は１６８枚、パネル設置総面

積は１，３３２㎡を予定しているそうです。 

添付書類として、全部事項証明書、事業計画書、被害防除に関する計

画書及び誓約書、資金証明書等が提出されております。 

調査の結果この申請について３名で協議した結果、適切であると判断

いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の

報告を終ります。 

 

３番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

３番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しま

した。 
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議 長 

 

 

１２番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

整理番号２番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１２番委員。 

 

議案第５号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号２番について去る１月１５

日に、１７番委員、事務局、私１２番で、申請人ＩＳさん立会のもと、

共同調査を行いましたので１２番が報告いたします。 

申請人ＩＳさんは、伊佐市菱刈前目に居住され年齢は８３歳で、自治

会は五色であります。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字神之小野で、地目は畑、地籍は３，６６

９㎡であります。 

農地区分は、第２種農地でその他農地となっております。 

転用目的は、山林であります。 

申請地の所在地は、菱刈庁舎より北に約６キロ位に位置し、周りは四

方山林であります。 

平成２０年頃木を植栽してしまったという事で、始末書を提出されて

おります。 

転用目的は、山林でありますが周りに与える影響無いと思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図、始末書等が提出されており

ます。 

調査の結果この申請について３名で協議した結果、適切であると判断

いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして報告

を終ります。 

 

１２番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１２番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決

定に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しま

した。 

 



 31 

議 長 

 

 

９ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

整理番号３番について、担当委員の調査報告を求めます。 

９番委員。 

 

議案第５号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号３番について去る１月１５

日に、２番委員、６番委員、私９番委員で共同調査を行いましたので、

私９番が報告いたします。 

申請人のＭＳさんは、伊佐市大口大田に居住され、専業農家であり、

年齢は３１歳、自治会は郡山であります。 

申請地は、大口小木原字熊ケ迫で、地目は畑、面積７６０㎡です。 

転用目的は、農家住宅で畜舎の隣接でもあり、牛を考えた場合牛舎近

くの申請地が、最も適していると考え申請されたものです。 

汚水処理、生活雑排水は合併浄化層を設置するとの事で、周囲に与え

る影響無いと思われます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、事業計画書、資金証明書、

字図、平面図、配置図、被害防除に関する計画書及び誓約書、委任状等

が添付されております。 

調査の結果この申請については３名の調査意見において、適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方の審議方をよろしくお願いしま

て、私の報告を終わります。 

 

９番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

９番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しま

した。 

 

議案第５号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、申請件数３件については、意見の決

定並びに許可及び諮問３件が決定しました。 
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議 長 

 

 

 

 

２０番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について 整理番号１番について、担当委員の報

告を求めます。 

２０番委員。 

 

議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号１番について、去る１５日に申

請人のＴＭさん立会のもと、３番委員、１３番委員、私２０番の３人で

調査いたしましたので、２０番が報告いたします。 

受け人は、伊佐市大口木ノ氏に居住されているＴＭさん、自治会は木

ノ氏で、年齢は７２歳であります。 

譲渡人は、伊佐市大口木ノ氏に居住されているＹＨさん、自治会は木

ノ氏で、年齢は８２歳であります。 

本申請は所有権移転売買で、転用目的は植林をするとの事です。 

申請地の所在地は、伊佐市大口大田字ツツジ山で、地目は畑、地積は

３７９㎡であります。 

農地区分は、第２種農地その他農地となっております。 

申請地の周囲は、南側山、東側道路、北側受人の銀杏の畑、西側山で

あり、周囲に与える影響は無いものと思われます。 

添付書類として、全部事項証明書等が提出されております。 

調査の結果この申請については３名の調査委員において適切である

と判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまし

て報告を終ります。 

 

２０番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

２０番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 
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議 長 

 

 

１７番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１５番委員 

 

整理番号２番について、担当委員の報告を求めます。 

１７番委員。 

 

議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号２番について、去る１月１５

日、申請人の有限会社ＫのＨさん立会のもと、１２番委員、事務局、私

１７番委員の３人で共同調査を行いましたので、私１７番が報告いたし

ます。 

譲受人は、鹿屋市串良町有里の有限会社Ｋ代表取締役ＯＴさんであり

ます。 

譲渡人は、宮崎市中西町に居住されています、ＭＫさんであります。 

申請地は、伊佐市菱刈重留字大橋口で、地目は田、地積は５４１㎡で

す。 

本申請は、所有権移転売買で、転用目的は貸店舗及び貸駐車場を設置

するものであります。 

他に譲渡人が３名おられ、地目は田、地積は合計５筆で１，９７６㎡

です。 

賃借権で、転用目的は貸店舗及び貸駐車場を設置するもの申請が、譲

渡人は、伊佐市大口重留に居住されています、ＮＫさんで、自治会は重

留西であります。 

申請地は、伊佐市菱刈重留字大橋口で、地目は田、地積は４９１㎡他

１筆で合計面積９７１㎡です。 

農地区分は、第２種農地でその他の農地となっております。 

申請地の所在地は、南側はＪＡ北さつま農協の菱刈給油場、東側が宅

地、北側がＲ、西側が国道２６８号線で、周囲に与える影響はないもの

と思われます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、事業計画書、被害防除に関

する計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、資金証明書、

土地改良区の意見証明書等が添付されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして報告を終ります。 

 

１７番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

はい 
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議 長 

 

１５番委員 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１６番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５番委員 

 

ここに何が出来るのですか、貸店舗と言われたのですが。 

 

事務局 

 

今Ｒが申請地の隣にあるのですが、狭いという事で移転をするそうで

す。 

 

他に質問は無いですか 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

１７番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当委員の報告を求めます。 

１６番委員。 

 

議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号３番について、去る１５日に申

請人の代理で行政書士のＳさん立会いのもと、５番委員、会長、私１６

番で現地調査いたしましたので１６番が報告いたします。 

譲受人は、広島県府中市本山町株式会社Ｈ代表取締役ＨＭ氏であり

ます。 

譲渡人は、２人おれらますが、１人が広島県福山市新市町大字戸手に

お住まいのＨＭ氏であります。 

もう１人ＨＫさん、伊佐市大口金波田に居住され、自治会は金波田上、

Ｍ氏の妹であります。 

申請地の所在地は、伊佐市大口金波田字亀牟田外３筆で、地目は畑、

地積は合計２，１９１㎡であります。 

本申請は使用貸借権設定で、転用目的は太陽光発電施設であり、農地

区分は、第２種農地でその他農地となっております。 

申請地の所在地は、国道２６７号線を金波田１番口入口から３００m
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

８ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に位置し南北は道路、東西は住宅です。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は４０６枚、パネル設置総面

積は６２６．７㎡を予定しているそうです。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、会社の定款、事業計画書、

残高証明者、字図、配置図、被害防除に関する計画書、被害防除に関す

る誓約書、汚排水処理確約書等が提出されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして報告を終ります。 

 

１６番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

１６番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号４番について、担当委員の報告を求めます。 

８番委員。 

 

議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号４番について、去る１５日に申

請人で株式会社ＴのＴさん立会いのもと、私８番と１３番委員、１８番

委員で現地調査いたしましたので報告いたします。 

申請人で譲受人は、伊佐市大口小木原の株式会社Ｔさん。 

譲渡人は、伊佐市大口小木原にお住まいのＵＫさん、年齢８２歳、自

治会は停車場。 

申請地は、伊佐市大口小木原字大丸で、地目は畑、地積は１，００８

㎡となっており現況は高齢になり最近は耕作をされておりません。 

本申請は所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設を建設される

ものであります。 

農地区分は、第２種農地でその他農地となっております。 

申請地の所在地は、郡山八幡神社より北へ約５００ｍに位置してお
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８ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り、東側は雑種地、南側は作業場、西側は倉庫、北側は住宅であり、周

囲に与える影響はないものと思われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は２００枚、パネル設置総面

積は１，００８㎡、パネル設置容量は５０ｋｗを予定しているそうです。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、事業計画書、見積書、預金

通帳の写し、汚排水処理確約書、被害防除計画書、位置図、配置図、行

政書士のＴＲ氏の委任状が提出されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして報告を終ります。 

 

８番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

８番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号５番について、担当委員の報告を求めます。 

１番委員。 

 

議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号５番につきまして報告いたし

ます。 

調査年月日は、１月１４日、調査委員１４番委員と１５番委員と１番

委員で、立会人は、鹿児島市の行政書士のＫＨさんでした。 

渡人住所、伊佐市菱刈重留にお住まいのＭＫさんで、年齢６９歳、自

治会は重留西です。 

受人、鹿児島市武岡５丁目のＯＺさんです。 

申請地は、伊佐市菱刈重留字薬師原、地目は畑、面積は８９８㎡であ

ります。 

転用目的は太陽光発電施設の設置されるものであり、賃借権設定で

す。 
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１ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

５ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地区分は、第２種農地でその他農地となっております。 

申請地の所在地は、国道２６８号線のＮ菱刈店となりであり今までさ

つま芋が作付された所です。 

 周囲の状況は、東側は道路、西側は雑種地、南側は宅地、北側は畑で

す。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は１６８枚、パネル設置総面

積は３５２㎡です。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、位置図、住民票、融資予定

証明書、事業計画書、害防除に関する計画書、被害防除に関する誓約書、

委任状が提出されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして報告を終ります。 

 

１番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

１番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号６番について、担当委員の報告を求めます。 

５番委員。 

 

議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号６番について、去る１月１５日

に有限会社ＫのＭさん他１名の立会いのもと、会長、１６番委員、私５

番委員の３名で共同調査いたしましたので５番が報告いたします。 

譲受人は、京都府京都市南区九条室町にありますＥＫ株式会社代表

取締役ＹＳ氏であります。 

譲渡人は、伊佐市大口田代にお住まいのＮＫさんで、自治会は福川で、

年齢は６２歳であります。 

本申請は所有権移転売買で、転用目的は太陽光発電施設を建設される
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５ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１６番委員 

 

 

 

 

ものであります。 

申請地は、伊佐市大口田代字千代川他４筆で、地目は畑、地積は５筆

合計５，５６４㎡となっております。 

農地区分は、第２種農地でその他農地となっております。 

申請地の所在地は、ＮＫさん宅の周囲に位置し、周囲の状況は５筆と

も市道に面しておりその周りは山と原野であり、周囲に与える影響はな

いものと思われます。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は４，０００枚、パネル設置

総面積は２１，８６３㎡、パネル設置容量は５００ｋｗを２台予定して

いるそうです。なお、パネル設置総面積は畑と山、原野の合計でありま

す。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、位置図、字図、残高証明書、

定款、事業計画書、害防除に関する計画書、被害防除に関する誓約書、

委任状等が提出されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして私の報告を終ります。 

 

５番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

５番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号７番について、担当委員の報告を求めます。 

１６番委員。 

 

議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号７番について、去る１月１５日、

Ｆ建設Ｙ氏立会のもと、５番委員、会長、私１６番委員の 3名で共同調

査を行いましたので，１６番が報告いたします。 

譲受人ＮＫ氏は、伊佐市大口鳥巣に居住され、自治会は鳥巣上であり
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１６番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

ます。 

譲渡人ＮＡ氏は、伊佐市大口鳥巣に居住され、自治会は鳥巣上であり

夫婦であります。 

申請地の所在地は、伊佐市大口鳥巣字宮ノ前、地目は畑、地籍は７９

８㎡であります。 

本申請は使用賃借権設定で、転用目的は太陽光発電施設を建設され

るものであります。 

農地区分は、第２種農地でその他農地となっております。 

申請地の所在地は、鳥巣公民館より北に１００ｍに位置し、東は住宅、

西は畑、北は住宅、南は田となっております。 

周囲に与える影響は無いと思われますが雨水は隣に田んぼに流れ込

まないようにして下さいとお願いしました。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は１８４枚、パネル設置面積

は４５２㎡、を予定しているそうです。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、位置図、字図、残高証明書、

定款、事業計画書、害防除に関する計画書、被害防除に関する誓約書、

委任状等が提出されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして報告を終ります。 

 

１６番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

１６番委員の報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、申請７件のうち、許可及び諮問７件が

決定しました。 

 

 



 40 

 

 

議 長 

 

 

 

１５番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

―――――――― 議案第７号 ―――――――― 

 

議案第７号 非農地証明願について、提案します。 

整理番号１番について、担当委員の報告を求めます。 

１５番委員。 

 

議案第７号 非農地証明願のうち整理番号１番について、去る１５日

に、申請人Ｋさん立会のもと、１番委員、１４番委員、私１５番委員 3

名で共同調査をいたしましたので報告いたします。 

申請人は、ＫＭ氏、伊佐市菱刈荒田にお住まいで、自治会は比良であ

ります。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字立石、地目は畑、面積は５，０７４㎡で

す。 

非農地となった時期は、平成元年ごろ耕作しなくなったとの事で雑木

林化しています。 

申請地の位置は、菱刈から湧水町の国道２６８号線の山田温泉のそば

に敬明園がありますがそこから南東に３００ｍ位の所であります。 

周囲の状況は、周りは山林化しておりました。 

農地性は喪失していて、高齢なため農地への復旧は困難であると３名

の調査委員とも判断をいたしました。 

添付書類として、全部事項証明書等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

１５番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１５番委員の報告のとおり、非農地として証明することに賛成の委

員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手、 

よって整理番号１番は、非農地証明が決定しました。 

 

議案第７号 非農地証明願は、１件申請のうち、１件の証明許可が決

定しました。 
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議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１６番委員 

 

議 長 

 

１６番委員 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

―――――――― 議案第８号 ―――――――― 

 

議案第８号 農業委員会委員選挙人名簿登載申請書に対する意見決

定について 事務局の説明を求めます。 

 

追加議案としてお配りしました農業委員会委員選挙人名簿登載申請

書に対する意見決定について説明をいたします。 

１２月１５日の広報紙と一緒に発送しました農業委員会委員選挙人

名簿登載申請書は１月１０日が締め切りでした。 

現在集計に入っておりますが、集計が終わりますと集計表と申請書を

市の選挙管理委員会へ１月３１日までに農業委員会から送付すること

になっております、その際に申請者の選挙権の有無について農業委員会

の意見を送付するため、今回意見を求めるものであります。 

（ 経過・内容説明 ） 

 

今事務局から説明がありましたが、委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

はい 

 

１６番委員。 

 

今年は選挙が無いという事で申請書を提出しなかったが、来年か再

来年は選挙があるので申請をしたいという場合に、このデーター表に

ない場合、来年度申請書が来ない場合があるのですか、申請案内が行く

のですか。 

 

事務局 

 

１年毎に申請することになっています、電算の中には１０a以上、耕

作しておれば、選挙権ありで残っていますから来年は来年で出す事にな

ります。 

選挙権はいらないから毎回、毎回出してくれるなと申請書の書いてこ

られた方については、気をつけております。 

 

委員の皆さん、他にご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

事務局の説明のとおり農業委員会委員選挙人名簿登載申請書に対す

る意見を決定することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって農業委員会委員選挙人名簿登載申請書に対する意見が決定し

ました。 

 

その他 事務局お願いします。 

 

月例報告です。 

最後のページになります。 

１月分の月例報告です。 

１５日を中心に現地調査をやって頂きました。 

本日２０日が、第１０回目の農業委員会の総会でございます。 

２４日が、１月の県の定例常任会議員会議が鹿児島市でございます。 

２月の行事予定ですが、１４日を中心に現地調査をお願いします。 

１９日が、第１１回目の農業委員会の総会になります。 

議会の日程の関係で、１日早くなっています。 

２６日が、２月の定例常任会議員会議になります。 

以上です。 

 

これで、平成２５年度第１０回農業委員会総会を終ります。 

姿勢を正してください。 一同礼。 

 

終了時間  午前１１時４５分 
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上記のように会議の顛末を記載して、その内容に相違ないことを証す

る。 

 

 

伊佐市農業委員会 

会      長   会   長  

         

 

伊佐市農業委員   １ ５ 番 委 員 

         

 

伊佐市農業委員   １ ６ 番 委 員 

         

 

  


